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大阪府後期高齢者医療広域連合規則第６号 
 

東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料の減免の特例に関する規則の一部を改正する規則 
 

東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料の減免の特例に関する規則（平成２３年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

 

改正後 改正前 

（減免の申請等） 
第４条 保険料の減免の申請等については、大阪府後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成２０年後期高齢

者医療広域連合規則第４号）第３１条から第３３条の２までの規定

を準用する。この場合において、同規則第３１条第１号中「条例第

１７条第１項第１号」とあるのは「東日本大震災に係る後期高齢者

医療保険料の減免の特例に関する規則（以下「特例規則」とい

う。）別表第１第１項から第２項及び同表第４項から第１９項ま

で」と、同条第２号中「条例第１７条第１項第２号」とあるのは

「特例規則別表第１第３項」と、同条第３号中「条例第１７条第１

項第３号」とあるのは「特例規則別表第１第２０項」と読み替える

ものとする。 
 

別表第１（第２条関係） 
項 対 象 被 保 険 者 減免対象保険料 減免額 

（1）～（2） （略） （略） （略） 

（3） 

平成２３年３月１１日に財特法第２条

第３項に定める特定被災区域に住所を

有していた者であって、東日本大震災

による被害を受けたことにより、その

者の属する世帯の主たる生計維持者の

事業収入、不動産収入、山林収入又は

給与収入のいずれかが減少することが

見込まれ、その減少額（保険金、損害

賠償等により補填されるべき金額を控

除して得た額）が前年の当該収入額の

１０分の３以上であるもので、前年の

地方税法（昭和２５年法律第２２６

（略） （略） 

（減免の申請等） 
第４条 保険料の減免の申請等については、大阪府後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成２０年後期高齢

者医療広域連合規則第４号）第３１条から第３３条の２までの規定

を準用する。この場合において、同規則第３１条第１号中「条例第

１７条第１項第１号」とあるのは「東日本大震災に係る後期高齢者

医療保険料の減免の特例に関する規則（以下「特例規則」とい

う。）別表第１第１項から第２項及び同表第４項から第２０項ま

で」と、同条第２号中「条例第１７条第１項第２号」とあるのは

「特例規則別表第１第３項」と、同条第３号中「条例第１７条第１

項第３号」とあるのは「特例規則別表第１第２１項」と読み替える

ものとする。 
 

別表第１（第２条関係） 
項 対 象 被 保 険 者 減免対象保険料 減免額 

（1）～（2） （略） （略） （略） 

（3） 

平成２３年３月１１日に財特法第２条

第３項に定める特定被災区域に住所を

有していた者であって、東日本大震災

による被害を受けたことにより、その

者の属する世帯の主たる生計維持者の

事業収入、不動産収入、山林収入又は

給与収入のいずれかが減少することが

見込まれ、その減少額（保険金、損害

賠償等により補填されるべき金額を控

除して得た額）が前年の当該収入額の

１０分の３以上であるもので、前年の

地方税法（昭和２５年法律第２２６

（略） （略） 



 

 

号）第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに高

齢者の医療の確保に関する法律施行令

（平成１９年政令第３１８号。以下

「政令」という。）第７条第１項に規

定する他の所得と区分して計算される

所得の金額（地方税法第３１４条の２

第１項各号及び第２項の規定の適用が

ある場合には、その適用前の金額。）

の合計額（以下「総所得金額等」とい

う。）が１,０００万円以下であるもの

（前年の総所得金額等から、減少する

ことが見込まれる当該収入に係る前年

の所得金額（２以上ある場合はその合

計額）を控除して得た額が４００万円

を超えるものを除く。） 

（4）～（8） （略） （略） （略） 

（9） （略） 

平成２６年度の保

険料額のうち、平

成２６年４月分か

ら平成２７年３月

分までに相当する

額。ただし、旧緊

急時避難準備区域

等に居住していた

ため避難を行って

いる世帯に属する

後期高齢者医療の

被保険者で、平成

２５年の政令第１

８条第１項第３号

に規定する基礎控

除後の総所得金額

等を合算した額が

６００万円を超え

る世帯に属する者

については、平成

２６年４月分から

平成２６年９月分

までに相当する額 
 
 
 
 

（略） 

 

 
 
 

 
 

 
 

号）第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに高

齢者の医療の確保に関する法律施行令

（平成１９年政令第３１８号）第７条

第１項に規定する他の所得と区分して

計算される所得の金額（地方税法第３

１４条の２第１項各号及び第２項の規

定の適用がある場合には、その適用前

の金額。）の合計額（以下「総所得金

額等」という。）が１,０００万円以下

であるもの（前年の総所得金額等か

ら、減少することが見込まれる当該収

入に係る前年の所得金額（２以上ある

場合はその合計額）を控除して得た額

が４００万円を超えるものを除く。） 
 

（4）～（8） （略） （略） （略） 

(9) （略） 

平成２６年度の保

険料額のうち、平

成２６年４月分か

ら平成２７年３月

分までに相当する

額。ただし、旧緊

急時避難準備区域

等に居住していた

ため避難を行って

いる世帯に属する

後期高齢者医療の

被保険者で、平成

２５年の高齢者の

医療の確保に関す

る法律施行令（平

成１９年政令第３

１８号）第１８条

第１項第２号に規

定する基礎控除後

の総所得金額等を

合算した額が６０

０万円を超える世

帯に属する者につ

いては、平成２６

年４月分から平成

２６年９月分まで

に相当する額 

（略） 

(10) 
帰還困難区域に居住していたため避難

を行っている者、又は平成２５年度以

令和４年度又は令

和４年度末に資格
全部 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

【削除】 
 

 
 
 
 
 
 
 

【削除】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【削除】 

 
 
 
 
 
 
 

【削除】 

【削除】 
 

 
 
 
 
 

【削除】 
 
 
 
 
 
 

 
 

【削除】 
 
 
 

【削除】 
 

 
 

【削除】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【削除】 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【削除】 
 
 
 

 
 

【削除】 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

前に指定が解除された旧緊急時避難準

備区域等（特定避難勧奨地点を含

む）、平成２６年度に指定が解除され

た旧避難指示解除準備区域等、平成２

７年度に指定が解除された旧避難指示

解除準備区域、平成２８年度及び平成

２９年４月１日に指定が解除された旧

居住制限区域等、令和元年度に指定が

解除された旧帰還困難区域等に居住し

ていたため避難を行っている者であっ

て、世帯に属する後期高齢者医療の被

保険者について、令和３年の高齢者の

医療の確保に関する法律施行令（平成

１９年政令第３１８号）第１８条第１

項第２号に規定する基礎控除後の総所

得金額等を合算した額が、６００万円

以下の世帯に属する者 

を取得したこと等

により令和５年４

月以降に普通徴収

の納期限が到来す

る令和５年度の保

険料額のうち、令

和４年４月分から

令和５年３月分ま

でに相当する額。 

(11) 

平成２５年度以前に指定が解除された

旧緊急時避難準備区域等（特定避難勧

奨地点を含む）、平成２６年度に指定

が解除された旧避難指示解除準備区域

等に居住していたため避難を行ってい

る者であって、令和４年の高齢者の医

療の確保に関する法律施行令（平成１

９年政令第３１８号）第１８条第１項

第２に規定する基礎控除後の総所得金

額等を合算した額が６００万円以下の

世帯に属する者 

令和５年度又は令

和５年度末に資格

を取得したこと等

により令和６年４

月以降に普通徴収

の納期限が到来す

る令和６年度の保

険料額のうち、令

和５年４月分から

令和６年３月分ま

でに相当する額。 

半額 

(12) 

帰還困難区域に居住していたため避難

を行っている者、又は平成２７年度に

指定が解除された旧避難指示解除準備

区域、平成２８年度及び平成２９年４

月１日に指定が解除された旧居住制限

区域等、令和元年度に指定が解除され

た旧帰還困難区域等の区域等、令和４

年度に指定が解除された旧特定復興再

生拠点区域の区域等に居住していたた

め避難を行っている者であって、令和

４年の高齢者の医療の確保に関する法

律施行令（平成１９年政令第３１８

号）第１８条第１項第２号に規定する

基礎控除後の総所得金額等を合算した

額が６００万円以下の世帯に属する者 

令和５年度又は令

和５年度末に資格

を取得したこと等

により令和６年４

月以降に普通徴収

の納期限が到来す

る令和６年度の保

険料額のうち、令

和５年４月分から

令和６年３月分ま

でに相当する額。 

全部 

(13) 

令和４年度に指定が解除された旧特定

復興再生拠点区域に居住していたため

避難を行っている者であって、令和４

令和５年度の保険

料額のうち、令和

５年４月分から令

全部 



 

 

 
【削除】 

 

 
【削除】 

 
 

 

 
【削除】 

 
 
 

 
【削除】 

 

(10) 

平成２７年中に避難指示区域等の指定

が解除された旧避難指示解除準備区域

等に居住していたため避難を行ってい

る者であって、令和５年の政令第１８

条第１項第３号に規定する基礎控除後

の総所得金額等を合算した額が６００

万円以下の世帯に属する者 

 

 

（略） （略） 

(11) 

帰還困難区域に居住していたため避難

を行っている者、平成２７年までに避

難指示区域等の指定が解除された区域

を除き、平成 ２７年度に指定が解除

された 旧避難指示解除準備区域、平

成２８年度及び平成２９年４月１日に

指定が解除された旧居住制限区域等、

令和元年度に指定が解除された旧帰還

困難区域等、令和４年度に指定が解除

された旧特定復興再生拠点区域及び令

和５年度に指定が解除された特定復興

再生拠点に居住していたため避難を

行っている者であって、令和５年の政

令第１８条第１項第３号に規定する基

礎控除後の総所得金額等を合算した額

が６００万円以下の世帯に属する者 

 

 

（略） （略） 

(12) 

令和５年４月２日以降令和５年度に指

定が解除された旧特定復興再生拠点区

域に居住していたため避難を行ってい

る者であって、令和５年の政令第１８

条第１項第３号に規定する基礎控除後

の総所得金額等を合算した額が６００

万円を超える世帯に属する者 

（略） （略） 

(13) 

平成２８年中に避難指示区域等の指定

が解除された旧居住制限区域等に居住

していたため避難を行っている者で

あって、令和６年の政令第１８条第１

項第３号に規定する基礎控除後の総所

得金額等を合算した額が６００万円以

下の世帯に属する者 

 

（略） （略） 

年の高齢者の医療の確保に関する法律

施行令（平成１９年政令第３１８号）

第１８条第１項第２号に規定する基礎

控除後の総所得金額等を合算した額が

６００万円を超える世帯に属する者 

和５年９月分まで

に相当する月割算

定額 

(14) 

平成２７年中に避難指示区域等の指定

が解除された旧避難指示解除準備区域

等に居住していたため避難を行ってい

る者であって、令和５年の高齢者の医

療の確保に関する法律施行令（平成１

９年政令第３１８号）第１８条第１項

第２号に規定する基礎控除後の総所得

金額等を合算した額が６００万円以下

の世帯に属する者 

（略） （略） 

(15) 

帰還困難区域に居住していたため避難

を行っている者、平成２７年までに避

難指示区域等の指定が解除された区域

を除き、平成 ２７年度に指定が解除

された 旧避難指示解除準備区域、平

成２８年度及び平成２９年４月１日に

指定が解除された旧居住制限区域等、

令和元年度に指定が解除された旧帰還

困難区域等、令和４年度に指定が解除

された旧特定復興再生拠点区域及び令

和５年度に指定が解除された特定復興

再生拠点に居住していたため避難を

行っている者であって、令和５年の高

齢者の医療の確保に関する法律施行令

（平成１９年政令第３１８号）第１８

条第１項第２号に規定する基礎控除後

の総所得金額等を合算した額が６００

万円以下の世帯に属する者 

（略） （略） 

(16) 

令和５年４月２日以降令和５年度に指

定が解除された旧特定復興再生拠点区

域に居住していたため避難を行ってい

る者であって、令和５年の高確法施行

令第１８条第１項第２号に規定する基

礎控除後の総所得金額等を合算した額

が６００万円を超える世帯に属する者 

（略） （略） 

(17) 

平成２８年中に避難指示区域等の指定

が解除された旧居住制限区域等に居住

していたため避難を行っている者で

あって、令和６年の高齢者の医療の確

保に関する法律施行令（平成１９年政

令第３１８号）第１８条第１項第２号

に規定する基礎控除後の総所得金額等

（略） （略） 



 

 

 

 

(14) 

別表第１第１３項に該当する者を除く

帰還困難区域に居住していたため避難

を行っている者、又は平成２８年まで

に避難指示区域等の指定が解除された

区域を除き、平成２９年４月１日に指

定が解除された旧居住制限区域等、令

和元年度に指定が解除された旧帰還困

難区域等、令和４年度に指定が解除さ

れた旧特定復興再生拠点区域及び令和

５年度に指定が解除された特定復興再

生拠点に居住していたため避難を行っ

ている者であって、令和６年の政令第

１８条第１項第３号に規定する基礎控

除後の総所得金額等を合算した額が６

００万円以下の世帯に属する者 

 

 

（略） （略） 

(15) 

令和５年４月２日以降令和５年度に指

定が解除された旧特定復興再生拠点区

域に居住していたため避難を行ってい

る者であって、令和６年の政令第１８

条第１項第３号に規定する基礎控除後

の総所得金額等を合算した額が６００

万円を超える世帯に属する者 

（略） （略） 

(16) 

令和７年３月３１日に指定が解除され

た帰還困難区域に居住していたため避

難を行っている者であって、令和６年

の政令第１８条第１項第３号に規定す

る基礎控除後の総所得金額等を合算し

た額が６００万円を超える世帯に属す

る者 

（略） （略） 

(17) 

平成２９年中に避難指示区域等の指定

が解除された旧居住制限区域等に居住

していたため避難を行っている者で

あって、令和７年の政令第１８条第１

項第３号に規定する基礎控除後の総所

得金額等を合算した額が６００万円以

下の世帯に属する者 

令和８年度の保険

料額のうち、令和

８年４月分から令

和９年３月分まで

に相当する額 

半額 

(18) 

別表第１第１７項に該当する者を除く

帰還困難区域に居住していたため避難

を行っている者、又は平成２９年まで

に避難指示区域等の指定が解除された

区域を除き、令和元年度に指定が解除

された旧帰還困難区域等、令和４年度

令和８年度の保険

料額のうち、令和

８年４月分から令

和９年３月分まで

に相当する額 

全額 

を合算した額が６００万円以下の世帯

に属する者 

(18) 

別表第１第２０項に該当する者を除く

帰還困難区域に居住していたため避難

を行っている者、又は平成２８年まで

に避難指示区域等の指定が解除された

区域を除き、平成２９年４月１日に指

定が解除された旧居住制限区域等、令

和元年度に指定が解除された旧帰還困

難区域等、令和４年度に指定が解除さ

れた旧特定復興再生拠点区域及び令和

５年度に指定が解除された特定復興再

生拠点に居住していたため避難を行っ

ている者であって、令和６年の高齢者

の医療の確保に関する法律施行令（平

成１９年政令第３１８号）第１８条第

１項第２号に規定する基礎控除後の総

所得金額等を合算した額が６００万円

以下の世帯に属する者 

（略） （略） 

(19) 

令和５年４月２日以降令和５年度に指

定が解除された旧特定復興再生拠点区

域に居住していたため避難を行ってい

る者であって、令和６年の高確法施行

令第１８条第１項第２号に規定する基

礎控除後の総所得金額等を合算した額

が６００万円を超える世帯に属する者 

（略） （略） 

(20) 

令和７年３月３１日に指定が解除され

た帰還困難区域に居住していたため避

難を行っている者であって、令和６年

の高確法施行令第１８条第１項第２号

に規定する基礎控除後の総所得金額等

を合算した額が６００万円を超える世

帯に属する者 

（略） （略） 

 
【新設】 

 

 
 
 

【新設】 
 
 

 

 
 

【新設】 
 
 

 
【新設】 

 

 
【新設】 

 

 
 
 

【新設】 
 
 
 

 
 

【新設】 
 
 

 
【新設】 

 



 

 

附 則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  
 

 

 

に指定が解除された旧特定復興再生拠

点区域及び令和５年度に指定が解除さ

れた特定復興再生拠点に居住していた

ため避難を行っている者であって、令

和７年の政令第１８条第１項第３号に

規定する基礎控除後の総所得金額等を

合算した額が６００万円以下の世帯に

属する者 

(19) 

令和２年１月１日以降令和７年４月１

日までに指定が解除された旧避難指示

区域等に居住していたため避難を行っ

ている者であって、令和７年の政令第

１８条第１項第３号に規定する基礎控

除後の総所得金額等を合算した額が６

００万円を超える世帯に属する者 

令和８年度の保険

料額のうち、令和

８年４月分から令

和８年１２月分ま

でに相当する月割

算定額 

全額 

(20) 
前１９項に準ずる者として広域連合長

が認めた者 

それぞれ前１９項

に定める保険料に

準ずる額 

それぞれ

前１９項

に定める

減免額に

準ずる額 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【新設】 

 

 
 
 

【新設】 
 
 
 

 
 

【新設】 
 
 

 
【新設】 

 

(21) 
前２０項に準ずる者として広域連合長

が認めた者 

それぞれ前２０項

に定める保険料に

準ずる額 

それぞれ

前２０項

に定める

減免額に

準ずる額 
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